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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

西
部
及
び
中
部
太
平
洋
に
お
け
る
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

高
度
回
遊
性
魚
類
（
ま
ぐ
ろ
類
）
は
、
そ
の
生
息
水
域
が
広
範
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
も
規
定
さ
れ
て
い

る
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め
に
、
地
域
ご
と
に
関
係
国
が
適
切
な
保
存
及
び
管
理
の
枠
組
み
を
作

り
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
国
際
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
条
約
は
、
二
○
○
○
年
（
平
成
十
二
年
）
九
月
に
ホ
ノ
ル
ル
で
開
催
さ
れ
た
西
部
及
び
中
部
太
平
洋
に
お
け
る
高
度
回

遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
多
数
国
間
ハ
イ
レ
ベ
ル
会
議
第
七
回
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

中
西
部
太
平
洋
に
お
け
る
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源

の
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う

）
を
設
立
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
四
十
四
箇
条
、
末
文
及
び
四
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
及
び
「
分
布
範
囲
が
排
他
的
経
済
水
域
の
内
外
に
存
在
す
る
魚
類
資
源
（
ス
ト
ラ
ド
リ

ン
グ
魚
類
資
源
）
及
び
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
千
九
百
八
十
二
年
十
二
月
十
日
の
海
洋
法
に
関
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す
る
国
際
連
合
条
約
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
協
定

（
以
下
「
協
定
」
と
い
う

）
に
従
い
、
効
果
的
な
管
理
を
通
じ
て

」

。

中
西
部
太
平
洋
に
お
け
る
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
長
期
的
な
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。

二
、
委
員
会
が
権
限
を
有
す
る
区
域
（
以
下
「
条
約
区
域
」
と
い
う

）
は
、
こ
の
条
約
で
定
め
る
範
囲
の
中
西
部
太
平
洋
の

。

水
域
か
ら
成
る
も
の
と
す
る
。

三
、
こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
連
海
洋
法
条
約
及
び
協
定
に
基
づ
く
各
国
の
権
利
、
管
轄
権
及
び
義
務
に
影
響
を
及

ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

四
、
委
員
会
の
構
成
国
は
、
条
約
区
域
に
お
け
る
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
を
全
体
と
し
て
保
存
し
、
及
び
管
理
す
る
た
め
、
高

度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
長
期
的
な
持
続
可
能
性
を
確
保
し
、
及
び
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
最
適
利
用
の
目
的
を
促
進
す
る

た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
等
を
行
う
。

五
、
委
員
会
の
構
成
国
は
、
予
防
的
な
取
組
方
法
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
資
源
別
の
基
準
値
及
び
当
該
基
準
値
を
超
過
し

た
場
合
に
と
る
べ
き
措
置
の
決
定
等
を
行
い
、
新
規
又
は
探
査
中
の
漁
場
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
注
意
深
い

保
存
管
理
措
置
を
と
り
、
並
び
に
自
然
現
象
が
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
状
態
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
等
に
は
、

緊
急
の
保
存
管
理
措
置
を
と
る
。



- -3

六
、
沿
岸
国
は
、
条
約
区
域
に
お
け
る
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
水
域
内
に
お
い
て
、
四
に
規
定
す
る
保
存
及
び
管
理
の
た
め

の
原
則
及
び
措
置
を
適
用
す
る
。

、

、

七

公
海
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
保
存
管
理
措
置
と
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
水
域
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
保
存
管
理
措
置
と
は

高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
全
体
の
保
存
及
び
管
理
を
確
保
す
る
た
め
に
一
貫
性
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
委
員
会
の
任
務
は
、
条
約
区
域
内
に
お
け
る
総
漁
獲
可
能
量
又
は
総
漁
獲
努
力
量
を
決
定
す
る
こ
と
並
び
に
他
の
保
存
及

び
管
理
の
措
置
及
び
勧
告
を
採
択
す
る
こ
と
等
と
す
る
。

九
、
委
員
会
の
補
助
機
関
と
し
て
、
科
学
専
門
委
員
会
及
び
技
術
・
遵
守
専
門
委
員
会
を
設
置
す
る
。
ま
た
、
委
員
会
は
、
そ

の
採
択
す
る
保
存
管
理
措
置
の
北
緯
二
十
度
線
の
北
側
の
水
域
に
つ
い
て
の
実
施
及
び
主
と
し
て
当
該
水
域
に
生
息
す
る
資

源
に
関
す
る
保
存
管
理
措
置
の
作
成
に
関
し
て
勧
告
を
行
う
た
め
の
小
委
員
会
を
設
置
す
る
。

十
、
委
員
会
は
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
委
員
会
が
必
要
と
す
る
職
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
常
設
の
事
務
局
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

十
一
、
委
員
会
の
運
営
予
算
に
対
す
る
分
担
金
の
額
は
、
委
員
会
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
採
択
し
、
及
び
必
要
に
応

じ
て
改
正
す
る
算
定
方
式
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。
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十
二
、
委
員
会
に
お
け
る
意
思
決
定
は
、
原
則
と
し
て
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
、
多
数
に
よ
る
議
決
で

意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
も
規
定
す
る
。

十
三
、
委
員
会
の
構
成
国
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
並
び
に
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
随
時
合
意
さ
れ
る
保
存
、
管
理
及
び
他
の
措

置
又
は
事
項
を
速
や
か
に
実
施
し
、
並
び
に
こ
の
条
約
の
目
的
を
促
進
す
る
た
め
に
協
力
す
る
。

十
四
、
委
員
会
の
構
成
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
が
こ
の
条
約
の
規
定
及
び
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
る
保
存

管
理
措
置
を
遵
守
す
る
こ
と
並
び
に
締
約
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
水
域
に
お
い
て
許
可
な
く
漁
獲
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

十
五
、
委
員
会
の
構
成
国
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
及
び
委
員
会
が
定
め
る
す
べ
て
の
保
存
管
理
措
置
を
執
行
す
る
。

十
六
、
委
員
会
は
、
保
存
管
理
措
置
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
、
条
約
区
域
に
お
け
る
公
海
上
の
漁
船
に
対
す
る
乗
船
及
び

検
査
の
た
め
の
手
続
を
定
め
る
。
委
員
会
の
構
成
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
が
正
当
に
権
限
を
与
え
ら
れ
た
検
査
官

に
よ
る
乗
船
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

十
七
、
委
員
会
は
、
検
証
さ
れ
た
漁
獲
量
デ
ー
タ
等
を
収
集
す
る
た
め
、
及
び
委
員
会
が
採
択
す
る
保
存
管
理
措
置
の
実
施
を

監
視
す
る
た
め
に
地
域
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
計
画
を
作
成
す
る
。


